
令和元年度三豊市成年後見制度利用促進審議会 

 

 

日 時 令和 2 年 2 月10 日（月）17:30～19:00 
場 所 三豊市役所危機管理センター3 階 301・302 会議室 

 
 
 
１．開会 

 
 
２．あいさつ 

 
 
３．協議事項 
（１）成年後見制度利用促進基本計画について 

 
（２）三豊市の現状と課題 （成年後見制度利用促進チェックシート） 

     広報機能 
      相談機能 
      成年後見制度利用促進機能 
      後見人支援機能 
      不正防止効果 

 
 （３）「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人の支援に関する 

ガイドライン」について 

 
（４）その他 

 

 
４．閉会 
 

 



(順不同、敬称略）

番号 役　職　名 役職名 氏名 備考

1 三豊・観音寺市医師会 理事 大塚　智丈 委員

2 香川県弁護士会 弁護士 秋月　智美 副会長

3 香川県司法書士会 司法書士 原田　祥一郎 委員

4 香川県社会福祉士会 社会福祉士 時岡　信一 委員

5 三豊市介護サービス事業者協議会(高齢者分野関係者) 会長 仁井　昌彦 委員

6 三豊市介護サービス事業者協議会(高齢者分野関係者) 理事 筒井　達也 委員

7 相談支援事業所高瀬荘(障害者分野関係者) 施設長 山本　麻紀子 委員

8 三豊市民生委員児童委員協議会連合会 会長 前田　昭文 委員

9 観音寺人権擁護委員協議会 副会長 重信　厚 委員

10 四国学院大学(学識経験者) 教授 西谷　清美 会長

11 三豊市社会福祉協議会 事務局長 藤川　豊明 委員

12 三豊市社会福祉協議会
法人成年後見等
事業担当

嶋田　真理子 委員

13 高松家庭裁判所 首席書記官 松井　隆樹 オブザーバー

14 高松家庭裁判所観音寺支部 主任書記官 山田　憲治 オブザーバー

三豊市健康福祉部 部長 滝口　直樹

三豊市健康福祉部 福祉事務所　福祉課 課長 田中　知子

三豊市健康福祉部介護保険課 課長 森　敏明

三豊市地域包括支援センター センター長 吉田　惠

（事務局）

令和元年度三豊市成年後見制度利用促進審議会　出席者名簿





「三豊市成年後見制度利用促進基本計画（平成31年3月）」より



「三豊市成年後見制度利用促進基本計画（平成31年3月）」より



大項目 小項目 実施状況 改善点

1
制度について
の個別説明

・メリット、留意点を含めた説明

・成年後見制度だけでなく様々な権利

擁護支援の仕組みについての説明

パンフレットを用いて個

別に対応している。ま

た、必要に応じて、日常

生活自立支援事業（福

サービス利用援助事業）

等の説明もしている。

2 パンフレット
・配布場所

・相談するきっかけになっているか

パンフレットは包括（介

護保険課）、福祉課、各

支所、社協の入り口に置

いている。パンフレット

を見て相談に来る方もい

る。

3
広報の際に連
携する各団体

・弁護士会、司法書士会、社会福祉士

会等との連携

専門職が開催する「あん

しん相談会」などのチラ

シを窓口に置いている。

また、三豊市のホーム

ページに関係団体の相談

窓口（「障害のある方の

相談窓口について」）の

紹介をしている。

4
チームに加わ
る関係者への
広報

・身近な家族、親族

・市町村の窓口

・主治医、かかりつけ医

・介護支援専門員

・相談支援専門員

・入所先社会福祉施設

・認知症疾患医療センター

・医療機関

・金融機関

・介護サービス事業所

・障害福祉サービス事業所

・自治会

ロン等への出前講座でパ

ンフレットの配布、説明

をしている。

「市町村成年後見制度利用促進基本計画
策定の手引」を参考に作成

成年後見制度利用促進チェックシート

 広報機能



大項目 小項目 実施状況 改善点

5 多様な相談者

・早期の相談（後見類型以外（保佐、

補助）の相談が入っているか）

や家族等、任意後見の相談が入ってい

るか）

・相談者の属性（どの所属からの相談

か）

・親族からの相談が入っているか

（別紙）

「成年後見制度

 相談・申立状況」

6 情報の集約

・相談者からの情報以外にも、内容に

応じて本人や関係機関から情報収集で

きているか

・必要に応じてケース会議への出席、

ケース会議の招集等によって、情報を

集約できているか

本人や関係機関から

の情報収集はしてい

るが、必要に応じて

「チーム会議」を開

催し、情報を集約す

る。

7
後見等ニーズ
の精査

・判断能力不十分な本人のニーズを分

析した上での相談対応

・成年後見制度以外の権利擁護支援の

対応の検討、説明

・必要に応じた専門職からの助言の確

保

・補助、保佐の活用を考慮した対応

必要に応じて「チー

ム会議」を開催す

る。

R1年10月、県社協

（かがわ後見ネット

ワーク）に委託し、

「専門職からの助

言」の確保をしてい

る。

8
必要な見守り
体制

・必要なつなぎ先と連携がとれている

か（連携が困難な関係機関はないか）

必要に応じて「チー

ム会議」を開催し、

見守りの体制を整備

する。

 相談機能



大項目 小項目 実施状況 改善点

9
市民後見人の
研修・育成・
活用

・都道府県、市町村と関係機関（法人

後見実施機関、専門職団体、家庭裁判

所）等の連携による研修、育成

・修了者が実務経験を重ねる取り組み

（法人後見業務、見守り業務、日常生

活自立支援事業の支援員業務など）

の整備

ての家庭裁判所への説明

・継続的支援体制についての家庭裁判

所への説明

・選任以外の活躍の場の提供

成講座を実施予定

（県社協、市社協に

委託）

10
市民後見人の
受任者調整

案の整理 検討中

（市社協へ委託）

11
法人後見の担
い手の育成・
活動支援

・法人後見実施機関の育成、活動支援

・後見監督等による利益相反等への対

応を含めた透明性の確保

市社協の法人成年後

見事業検討委員会で

専門職より助言をし

てもらっている。

12
関連制度から
のスムーズな
移行

・日常生活自立支援事業等関連制度か

ら成年後見制度へ移行することが望ま

しいケースを検討する体制の整備

・生活保護受給者を含む低所得者等が

後見等開始の審判の請求が適切に行わ

れる体制の整備（成年後見制度利用支

援事業のさらなる活用）

市社協担当より市の

成年後見担当に個別

に相談をしている。

支援方針の協議等必

要なケースについて

はチーム会議の開催

も行う。

成年後見制度利用支

援事業は実施してい

る。

 成年後見制度利用促進機能



大項目 小項目 実施状況 改善点

13
専門職後見人
候補者の推薦

・専門職団体（弁護士会、司法書士

会、社会福祉士会等）に対しての後見

人候補者名簿の整備を依頼

各団体にて名簿の整

備をしている。特に

依頼はしていない。

14
市民後見人の
受任調整（再
掲）

案の整理 検討中

（市社協へ委託）

15
親族後見人が
受任できるた
めの支援

・後見人になるにふさわしい親族後見

人候補者への助言、専門職へのつなぎ

・親族後見人選任後の継続的支援体制

・親族後見人への継続的支援体制につ

いての家庭裁判所への説明

検討中

（市社協へ委託）

16 日常的な相談

じる体制整備

・親族後見人等からの日常的な相談に

応じる体制整備

→不正防止効果にもつながる

検討中

（市社協へ委託）

17

意思決定支
援、身上保護
を重視した後
見活動が円滑
に行われるた
めの後見人支
援

・法的な権限を持つ後見人と、本人に

身近な親族、福祉、医療、地域等の関

係者がチームとなって日常的に本人を

見守り、本人の状況を継続的に把握し

適切に対応する体制の整備

・後見人支援のために専門的知見が必

要であると判断された場合に、法律、

福祉の専門職がケース会議開催等に

よって本人を支援することができるよ

う、専門職団体の協力が得られるため

の体制整備

・財産保全を最優先とした硬直的な運

用ではなく、本人の生活状況等に応じ

た財産の積極的活用等の適切、柔軟な

運用を保証するための体制整備

チーム会議（ケース

会）を開催し、情報

を共有する等、体制

整備をしている。

＊来年度、香川県内

の中核機関向けに研

修の開催が検討され

ている。

 後見人支援機能



18
チームに加わ
る関係者への
研修

・意思決定支援、身上保護を重視した

後見活動が円滑に行われるための後見

人支援についての研修

研修会等の依頼があ

れば、講師派遣をし

ている。

19
家庭裁判所と
の連携

・後見人候補者の的確な推薦や後見人

への支援を行うことができるための、

連携体制の整備

・本人の福祉、生活の質の向上の観点

から、本人と後見人との関係がうまく

いかなくなっている場合や、ほかの新

体制への切り替えが望ましいと考えら

れる場合の、新たな後見人候補者推薦

等や、家庭裁判所との連絡調整

必要に応じて、受任

者調整会議又はチー

ム会議を開催する。

実績はない。

20

移行型任意後
見契約の発行
の必要性への
支援

任意後見監督人選任の申立てが必要な

状態になっている移行型任意後見契約

の存在を発見した場合の支援（必要に

応じて、ケース会議等を開催し専門職

団体の協力を得る）

チーム会議を開催

し、支援方針を決め

る。

実績はない。

大項目 小項目 実施状況 改善点

21

チームによる
見守りにおけ
る不正防止の
視点

親族後見人等の経済的虐待や横領等の

不正行為の兆候の早期の把握（チーム

メンバーが、不正があるかもしれない

と感じた時に、どこに知らせればいい

かを知っている）

家庭裁判所に相談

実績はない。

 不正防止効果



包括 福祉課 包括 福祉課

延べ件数 156 44 116 49

実件数 32 8 33 10

関係機関より 130 51 92 47

家族・親族より 26 1 24 2

件数 4 1 9 3

男 2 0 7 2

女 2 1 2 1

後見類型 3 1 6 1

保佐類型 0 0 2 2

補助類型 1 0 1 0

社会福祉士 2 0 2 1

司法書士 0 0 0 0

弁護士 1 1 0 3
（複数後見あり）

社会福祉協議会 1 0 4 1

平成30年度 令和元年度(1月末現在)

（別紙）

H31年度 審判待ちあり

相談

後見人等

成年後見制度 相談・申立状況



「三豊市成年後見制度利用促進基本計画（平成31年3月）」より
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「市民後見人養成における研修会（坂出市社会福祉協議会）」
平成31年1月23日実施　資料より









「全国介護保険・高齢者保健福祉
　担当課長会議資料（平成30年3月6日）」より
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「施設入所時等における身元保証や死後事務等の現状と課題に関する検討会
  報告書（平成30年5月15日）」社会福祉法人香川県社会福祉協議会　より



三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 

1/1 

○三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 
平成30年10月5日 

条例第25号 
(設置) 

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、三豊

市の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、三豊市成年後見制度利用促

進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。 
(2) 法第14条第1項に規定する三豊市の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策

定に関すること。 
(組織) 

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医療・福祉関係者 
(2) 司法関係者 
(3) 識見を有する者 
(4) 関係行政機関の職員 
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 委員は、再委嘱されることができる。 

(会長及び副会長) 
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。 
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見の聴取) 
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 
(報酬及び費用弁償) 

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三

豊市条例第55号)の規定による。 
(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。 
(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

(最初の審議会の招集) 
2 審議会については、会長が選任されるまでの間は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

(三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 
3 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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厚労省「成年後見制度利用促進ニュースレター」より







(1) /

厚生労働省平成29年度老人保健健康増進等事業
「介護施設等における身元保証人等に関する
　調査研究事業報告書（平成30年3月）」より



(2) /





(3)



 

厚労省「成年後見制度利用促進ニュースレター」より
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